
堺市上下水道局物品検査要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、別に定めるもののほか、本市上下水道局が発注する物品（修理加工及び印刷
を含む。以下同じ。）の適正な納入を確保するための検査について必要な事項を定める。 
（検査の実施等） 

第２条 購入物品については、この要綱に従い、速やかに検査をしなければならない。 
２ 検査は、原則として納品される課等（以下「主管課等」という。）の所属長が物品ごとに指定す
る職員（以下「検査担当者」という。）が行う。ただし、特に主管課等からの依頼があった場合は、
理財・会計課の担当者も検査をすることができる。 

３ 主管課等の所属長は、検査担当者に当該物品について最も専門的知識を有する者を指定しなけ
ればならない。ただし、特別の理由がある場合を除き、物品調達に係る伺書の起案者を検査担当
者に指定してはならない。 

４ 第２項ただし書に規定する依頼により、理財・会計課の担当者が検査をする場合においても、

主管課等と同様の基準で検査にあたるものとする。 
（検査の種類） 

第３条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。 
(1) 納入時検査    物品が納入されたときに行う検査 
(2) 中間検査     制作、仕入れ等の時点で行う検査 
(3) その他の検査   特に必要と認めるときに行う検査 
（検査の方法） 

第４条 検査は、契約書、仕様書その他関係書類に基づき、次の事項について行わなければならな
い。 
(1) 品質、規格、形状、寸法、銘柄等の照合 
(2) 製作品、製造品等の性能の審査 
(3) 標本又はひな型に対する適否 

(4) 数量又は計量の照合 
(5) その他契約条項の違反の有無 

２ 検査担当者は、特に必要と認めるときは、検査対象物品を解体して検査することができる。こ
の場合においては、解体は必要最小限にとどめなければならない。 

３ 検査担当者は、種類、規格等が均一で、納入量が多く、容易にすべてを検査することが困難と
認められる物品については、抽出して検査し、その結果をもって合否の決定を行うことができる。 

４ 検査担当者は、理化学試験、分析試験、破壊試験その他特別な試験又は試運転を必要とする検
査については、それらの試験等の結果を待って合否の決定を行うものとする。 
（検査後の措置） 

第５条 検査担当者は、納入時検査の結果、合格と認めたときは、関係書類に検収日を記入の上、
押印しなければならない。 

２ 主管課等の所属長は、検査の結果、不合格と認めたときは、契約業者に対し、代品の納入その

他適切な措置を採らせるとともに、速やかに理財・会計課長にその旨を報告しなければならない。 
３ 理財・会計課長は、契約の履行が困難又は不完全と認められるときは、契約業者に対する延滞
違約金の請求、契約保証人に対する履行の請求その他所要の措置を採るものとする。 
（委任） 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


